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はしがき

土地家屋調査士試験は，実質上，筆記試験の午後の部の試験のみで合否が

決定され，最近では，合格率約10 ％という難関資格に位置します。

午後の部の試験は，「民法」，「不動産の表示に関する登記」と「土地家屋調

査士法に関する事項」の3つの分野について，択一式問題20問と記述式（書

式）問題2問で，解答時間2時間30分の枠で行われます。

この試験の最大の特徴は，「条文等の法律知識」と「計算・作図の技術」と

いう異なる二つの要素を同時に問われるということです。

この午後の部の試験は，出題範囲がそれほど広くないだけに，毎年の本試

験では過去に出題された本試験の「類似問題」が数多く出題されることが内

容上の大きな特徴です。

平成17年に不動産登記法の抜本的改正（以下「新法」という。）があり，本

試験の出題の大幅な変更が疑念されましたが，いみじくも，過去の本試験傾

向とさほど変わりがなく過去問を攻略していれば，ある程度の点数は取れた

試験であったという感があります。

平成16年度から民法に関する事項の出題が3問になり，しばらく出題され

ていなかった土地家屋調査士法が復活し，不動産登記法に関する出題が16問

というのが，ここ数年間の本試験の択一式の出題配分です。

今後の本試験の出題においても，過去問の論点が繰り返し出題されること

は確実です。この意味において，土地家屋調査士試験の合格への最高の学習

資料（教材）は，「過去問」であるといえるでしょう。

過去問こそが，受験生の方々にとっては最良の練習問題であり，最高の予

想問題です。したがいまして，「過去問の研究・征服」なくして，合格は絶対

にあり得ません。
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　小社では，この50数年間に，土地家屋調査士試験の受験生の方々のため

に，「六法」，「基本書」，「過去問集」，「新作予想問題集」等を多数発刊し続け

てまいりました。

「過去問集」というジャンルでは，小社は，過去において非公開の問題を出

版社としては唯一毎年復元し続け現在に至っています。

その復元問題（非公開）と平成10年以降の公開された問題を基本にし，再

編集したものが，この「過去問集」です。

本書の最大のセールスポイントは，「昭和50年代の古い問題も，問題文に

法改正等による修正を加えて，今日でも役立つ体系的項目別問題集として蘇

らせた」ことです。

そして，それに続くセールスポイントは，50数年間にわたって，全国一の

合格者を輩出している東京法経学院の指導講師陣が共同で，今までの指導実

績の成果を踏まえて問題の検討・修正と解説等の執筆を担当していますので，

東京法経学院の合格指導ノウハウがこの1冊にも凝縮されているということで

す。

本書を隅から隅まで学習していただき「過去問は繰り返し出題される」こ

とを確認し，過去問という合格への最高の学習資料（教材）を徹底的に分析・

活用していただき，1年でも早く合格の栄冠を勝ち取られることを祈念して

います。

令和 8年 5 月

東京法経学院 編集部
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本書の構成・内容及び活用法

〔1〕本書の構成・内容

⑴�「択一式過去問マスター」は，土地家屋調査士の午後の部（平成元年度〜 14年

度は「第一次試験」，平成15年度〜 20年度は「午前の部」）の試験の「択一式問

題」について，平成元年度から令和7年度までの過去問（昭和の問題につきまし

ては良問のみをセレクトして収録）を分野別，項目別に整理し，詳細な解説を付

した択一式問題の過去問集です。

� � また，1冊に大量の問題及び解説を収録することが困難なため，初版と同様に，

2分冊（第1分冊は，民法，土地家屋調査士法，不動産の表示に関する登記（総

論）を収録しており全381 問，第 2 分冊は，不動産の表示に関する登記（土地・

建物・区分建物）を収録しており全 312 問。合計693問）の編成で刊行するこ

とをご承知おきください。

� � また，昭和50年度から令和7年度の本試験問題を収録しているとはいえ，平

成17年 3月 7日施行の改正不動産登記法（以下「新法」という。）で改廃になっ

た制度及び成立しなくなった問題につきましては，適宜収録の対象から外してい

たり，本試験の出題趣旨を極力変えないで改変していますことをご了解くださ

い。さらに，新法に対応させるにあたりまして，ほぼすべての問題に修正が入っ

ていますことを併せてお断りしておきます。

� � したがいまして，本書に収録されている問題は，すべて令和8年 4月 1日現在

の法令及び最新先例等に基づき解答することができるようにしています。

⑵�「択一式過去問マスター」は，第1分冊を「民法に関する事項」（A），「土地家

屋調査士法に関する事項」（B），「不動産の表示に関する登記（総論）」（C）で編

成し，第2分冊を「土地の表示に関する登記」（D），「建物の表示に関する登記」

（E），「区分建物の表示に関する登記」（F）の6分野に分類しています。

� � 更にそれぞれを小項目に区分し，基本的には古い年度の問題から収録していま

す。また，学習の便宜を図るため，小社独自の見解になりますが，過去問を「基

本問題」と「応用問題」に分類しています（巻末の年度別出題一覧で，「基本問題」

と「応用問題」を判別してありますのでご活用ください）。学習の到達度に合わ

せて，基本書をひととおり学習された方は基本問題をすべて解いてみる，その後
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に応用問題にチャレンジしてみるなど，メリハリをご自身でつけて学習を継続し

ていただきたいと思います。

⑶� 項目の区分については，小社発行の土地家屋調査士基本テキスト（非売品）の

「土地家屋調査士合格ノートⅠ〜Ⅳ」の項目を基本として区分しています。過去

の択一式問題は，1問 1項目というよりも複数の項目で1問が構成されているも

のが多く，分野又は項目が多岐に渡っている場合には，「複合問題」という項目

を設けて収録しています。

⑷� 各問は下記の例によります。

� � まず，「基本問題」，「応用問題」の別を示します。次に「項目」を示します（例

えば〔A−4− 1〕というのは，「A−4」はその項目（民法／意思表示）のナン

バーを示しています。さらに，出題年度・問題番号においては，〔H 26− 2〕は

平成26年度第2問，であることを示します。最後に，「チェック欄」ですが，学

習の際の解答欄又は学習終了のためのチェック欄として活用してください。

⑸�� 解説は，すべて現行法令及び最新先例等によって，詳細に行っています。

⑹� 土地家屋調査士試験の筆記試験問題は，平成10年までは非公開です。東京法

経学院では，約30年間，毎年，コツコツ多くの受験生の方々の協力を得て，本

試験問題の復元作業にあたってきました。復元といっても，試験会場では，「メ

モ紙等への移記」は厳しく禁止されているために，実際には，受験された多数の

方々の記憶をつなぎ合わせていく方法しかありません。したがいまして，本書に

収録されております問題（平成10年まで）のすべては，本試験問題と一言一句

同じであるということではありません。あくまでも，東京法経学院が本試験問題

を多数の受験生の方々の協力によって復元し，解説の執筆者が整理・検討の段階

で種々手直ししたオリジナルなものであることをお断りしておきます。そして，

更に，前述のように法改正等による問題文の修正と表記の統一等の加工をしたも

のが本書に収録されている問題群です。

〔2〕　本書の活用法

� � 本書は，昭和50年度から令和7年度の本試験を項目別に配した過去問集です。

� � 末尾に「年度別出題一覧」を収録していますので，同一年度別に択一式問題を

とおして解答することも可能です。また，本書で過去問の学習をする際には，必

ず六法を手許に置き，解答を導き出す根拠となる条文，先例等を確認してくださ
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い。その場合，小社の「土地家屋調査士六法」をなるべく使用してください。

� � 基本学習の過程では，項目ごとの問題演習により，基本知識の修得と出題傾向

の把握に努めてください。学習が進まれた方は，本試験直前まで繰り返し本書で

問題演習をすることにより，知識の定着化と総整理に努めてください。その際に

は，最近では出題されていない項目の問題，昭和50年代の古い年度の問題，基

本的で易しい問題でも軽視せずに，満遍なく学習してください。本書で学習する

際には，間違えた問題，知識のあやふやな問題は，必ず基本書に立ち返って学習

するように心がけてください。

� � 最後に，受験生の皆様が一日も早く合格の栄冠を勝ち取られることを祈念してい

ます。

� �（注�）本書は，過去の土地家屋調査士午後の部の試験で実際に出題された択一式

問題について復元した問題をベースに，解説等を加えて編集した小社のオリ

ジナルテキストですので，収録されている問題（平成10年度までのもの）及

び解説等について無断で複製・転写することを固く禁じます。
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〔解説編〕の法令等の略記について

1. 法令名等の略記について

⑴� 不動産表示登記関係

・不動産登記法→「法」　　　・不動産登記事務取扱手続準則→「準則」

・不動産登記令→「令」　　　・建物の区分所有等に関する法律→「区分法」

・不動産登記規則→「規則」　・登録免許税法→「登免税法」

⑵� 土地家屋調査士法関係

・土地家屋調査士法→「法」

・土地家屋調査士法施行規則→「規則」

2. 判例及び先例の略記について

�・平成28年 12月 19日最高裁判所判決→「最判平成28・12・19」

�・令和2年 3月 30日付け法務省民二第318号法務省民事局長通達

　→「令和2・3・30 民二 318号通達」�

※�先例の日付・番号等は，「土地家屋調査士六法」（小社刊）によるものとす

る。

3. 参考図書等の紹介

①「表示登記教材　地目認定（改訂版）」（民事法務協会発行）

�　定価3, 143円（税込）

②「表示登記教材　建物認定（4訂版）」（民事法務協会発行）

　�定価4, 620円（税込）

〈上記図書購入先〉
〒101–0047
東京都千代田区内神田1–13–7 　四国ビル7階
一般財団法人�民事法務協会　管理部
TEL 0570–011–810 　FAX 03–3295–5058
※一般書店では販売しておりませんので，ご注意ください。
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目次

はしがき

本書の構成・内容及び活用法

〔解説編〕の法令等の略記について

年度別出題一覧

民法に関する事項

項目番号 項目 頁

A－ 1 制限行為能力者

A－ 2 法人 23

A－ 3 物（不動産）

A－ 4 意思表示 31

A－ 5 代理 49

A－ 6 無効，取消し

A－ 7 条件及び期限

A－ 8 時効 73

A－ 9 物権総論 93

A－10 占有権 137

A－11 所有権 147

A－12 地上権 183

A－13 質権 185

A－14 相続人 187

A－15 相続分 197

A－16 相続の承認及び放棄

A－17 遺産分割 211

A－18 遺言 219

A－19 遺留分 225

8

944

15

27

61

65

205
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

229

231

土地家屋調査士法に関する事項

項目番号 項目 頁

B－ 土地家屋調査士の制度

B－ 土地家屋調査士の業務

B－ 欠格事由 233

B－ 土地家屋調査士の登録・登録の取消し

B－ 業務関係の規律

B－ 土地家屋調査士法人

B－ 懲戒処分 277

B－ 土地家屋調査士会

B－ 非土地家屋調査士の取締り

B－ 罰則 289

B－ 複合問題 293

235

245

273

281

287
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

307

319

不動産の表示に関する登記（総論）

項目番号 項目 頁

C－ 表示に関する登記の意義・効力・特則

C－ 登記官の職権登記

C－ 建物の認定 331

C－ 管轄登記所 357

C－ 不動産　登記記録主義

C－ 登記記録の閉鎖

C－ 地図 391

C－ 建物所在図 447

C－ 保存期間 451

C－ 申請人 467

C－ 登記の申請の可否

C－ 官公署の嘱託登記

C－ 代理人 521

C－ 申請方法・申請情報

C－ 電子申請 569

C－ 登記識別情報に関する証明

C－ 添付情報／登記識別情報（登記済証）

C－ 添付情報／本人確認情報

C－ 登記官による本人確認

373

389

511

515

537

587

591

611

619
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

621

631

637

項目番号 項目 頁

C－ 添付情報／代理権限証明情報

C－ 添付情報／所有権証明情報 623

C－ 添付情報／規約証明情報

C－ 添付情報／消滅承諾情報

C－ 添付情報／土地所在図

C－ 添付情報／地積測量図

C－ 添付情報／地役権図面

C－ 添付情報／各階平面図 683

C－ 添付情報／建物図面

C－ 添付情報／有効期間

C－ 添付情報／原本還付

C－ 添付情報／添付図面（総合）

C－ 添付情報／複合問題 739

C－ 登録免許税 781

C－ 登記申請の却下・取下げ 805

C－ 登記の通知 819

C－ 審査請求 825

C－ 登記情報の公開

C－ 土地区画整理事業に伴う登記

C－ 筆界特定 863

C－ 表題部所有者に関する登記

643

651

677

699

721

727

737

845

857

919
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第 1 章

民法に関する事項
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制限行為能力者民法

■基本問題　項目 A－ 1－ 1 ■出題年度　H 26－ 1 チェック欄　□□□

問　成年後見，保佐又は補助に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいも

のの組合せは，後記1から5までのうち，どれか。

ア　成年被後見人は，意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合

であっても，その法律行為を取り消すことができる。

イ　本人以外の者の請求により後見開始，保佐開始又は補助開始の審判をする場合

には，いずれの場合も本人の同意がなければならない。

ウ　被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは，その

行為を取り消すことができない。

エ　成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には，

後見開始の審判は直ちに失効し，成年被後見人は行為能力を回復する。

オ　成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し，保佐人及び補

助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有す

る。

1 � アウ　　2　アエ　　3　イエ　　4　イオ　　5　ウオ

 A − 1 − 1 民法—制限行為能力者 15
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解説

ア　誤り。成年被後見人であっても，日用品の購入その他日常生活に関する行為
については，単独ですることができる（民法9条ただし書）。つまり，取り消す
ことができない。「日常生活に関する行為」とは，生活をするうえで通常必要な
行為をいい，日用品（食料品や衣料品）の購入のほか，光熱費の支払などである。
イ　誤り。本人以外の者の請求により後見開始，保佐開始又は補助開始の審判を
する場合に，本人の同意が必要となるのは補助開始の審判のみである（民法15
条 2項）。補助の制度は，軽度の精神上の障害（認知症，知的障害，精神障害等）
により事理を弁識する能力（判断能力）が不十分な者を対象とする制度であり，
自己決定の尊重の観点から，本人の同意が審判の要件とされている。
ウ　正しい。制限行為能力者（未成年者，成年被後見人，被保佐人及び補助人の同
意を要する旨の審判を受けた被補助人）が行為能力者であることを信じさせるた
め詐術を用いたときは，その行為を取り消すことができないとされている（民法
21条）。「詐術」とは，相手方を制限行為能力者の行為能力について錯誤に陥れる
ために欺罔的な手段をとることをいうが，このような場合にまで，制限行為能力
者に取消権を与えて保護する必要はなく，むしろ，制限行為能力者を行為能力が
あると信じた取引の相手方を保護する必要があるためこのように規定されている
のである。
エ　誤り。後見開始の審判の原因が消滅した場合，すなわち，成年被後見人が事
理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には，家庭裁判所は，本人，
配偶者，4親等内の親族，後見人（未成年後見人及び成年後見人），後見監督人
（未成年後見監督人及び成年後見監督人）又は検察官の請求により，後見開始の
審判を取り消さなければならないとされている（民法10条）。つまり，後見開始
の審判の原因が消滅することにより，直ちに後見開始の審判が失効し，成年被後
見人が行為能力を回復するのではない。
オ　正しい。成年後見人は，財産に関する法律行為一般について代理権を有する
が（民法859条 1項），保佐人と補助人については，家庭裁判所が，一定の者の
請求によって，特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判をすることが
できるとされている（同法876条の 4第 1項，876条の 9第 1項）。なお，本人以
外の者の請求によって代理権付与の審判をするときは，本人の同意がなければな
らないとされている（同法876条の 4第 2項，876条の 9第 2項）。
　以上により，正しいものはウ及びオであるので，正解は5となる。

正解　5 

16 第 1 章 民法に関する事項
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制限行為能力者民法

■基本問題　項目 A－ 1－ 2 ■出題年度　H 30－ 1 チェック欄　□□□

問　行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，

後記1から5までのうち，どれか。

ア　未成年後見人が選任されている未成年者については，後見開始の審判をして成

年後見人を付することができない。

イ　成年被後見人が日用品を買い受けた場合には，その売主が買主について後見が

開始していることを知らなかったときであっても，買主の成年後見人は，当該日

用品の売買契約を取り消すことができる。

ウ　被保佐人に十分な判断能力がある場合には，被保佐人と契約を締結しようとす

る者は，家庭裁判所に対し，利害関係人として，保佐開始の審判の取消しを請求

することができる。

エ　被保佐人は，保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同

意を得たとしても，自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。

オ　本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには，本人の同意が必要である。

1 � アウ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イエ　　5　エオ

A − 1 − 2 民法—制限行為能力者 17
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解説

ア　誤り。成年後見は，後見開始の審判があったときに開始するが（民法838条 2

号），その審判の請求権者の中に，親権者（4親等内の親族）や未成年後見人が含

まれている（同法7条）。親権及び未成年後見の制度と成年後見の制度は別個の

ものであるから，親権終了又は未成年後見終了と成年後見開始との時間的間隔を

生じないようにする必要がある場合や，未成年者の財産管理に専門的な知識経験

を要する場合には，それら2つの制度を併存させる実益がある。したがって，親

権者のある未成年者が後見開始の審判を受けたときにも，未成年後見人のある未

成年者が後見開始の審判を受けたときにも，成年後見が開始する。

イ　誤り。成年被後見人の法律行為は，取り消すことができるが（民法9条本文），

自己決定の尊重の観点から，日用品（食料品や衣料品等）の購入その他日常生活

に関する行為については，単独ですることができる。つまり，取り消すことがで

きない（同条ただし書）。「その他日常生活に関する行為」には，光熱費の支払等

がある。

ウ　誤り。保佐開始の審判の取消しの請求権者は，本人，配偶者，4親等内の親族，

未成年後見人，未成年後見監督人，保佐人，保佐監督人又は検察官である（民法

14条 1項）。被保佐人と契約を締結しようとする者は，請求権者とされていない。

エ　正しい。被保佐人において，保佐人の同意を要する行為は，民法13条 1項各

号に掲げられた行為（一定の重要な財産上の行為）及び同条2項の行為（一定の

者の請求により家庭裁判所が指定した行為）である。保佐人の同意を得てした保

証契約の締結をやめることは，自己の判断ですることができる。

オ　正しい。補助開始の審判については，自己決定の尊重の観点から，本人の意

思に反してすることはできない。すなわち，本人以外の者の請求により補助開始

の審判をするには，本人の同意がなければならないとされている（民法15条 2

項）。

　以上により，正しいものはエ及びオであるので，正解は5となる。

正解　5 

18 第 1 章 民法に関する事項
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制限行為能力者民法

■基本問題　項目 A－ 1－ 3 ■出題年度　R 4－ 1 チェック欄　□□□

問� 制限行為能力者に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの

組合せは，後記1から5までのうち，どれか。

ア� 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは，

その行為を取り消すことができない。

イ� 時効の期間満了前6か月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合には，

その成年被後見人が行為能力者となった時又は成年後見人が就職した時から6か

月を経過するまでの間は，その成年被後見人に対して，時効は完成しない。

ウ� 被保佐人が第三者のために保証人となる場合には，保佐人の同意を得る必要は

ない。

エ� 本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには，本人の同意がなければ

ならない。

オ� 後見開始の審判をする場合において，本人が被保佐人であるときは，家庭裁判

所は，その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。

1 � アイ　　2　アオ　　3　イウ　　4　ウエ　　5　エオ

A − 1 − 3 民法—制限行為能力者 19
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解説

ア� 正しい。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用

いたときは，その行為を取り消すことができないとされている（民法21条）。詐

術を用いるとは，相手方を制限行為能力者の能力について錯誤に陥れるために欺

罔的な手段をとることをいう。

イ� 正しい。時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法

定代理人がないときは，その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となっ

た時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は，その未成年

者又は成年被後見人に対して，時効は，完成しないものとされている（民法158

条 1項）。「未成年者又は成年被後見人に対して，時効は完成しない」とは，未成

年者又は成年被後見人に対して不利益には時効は完成しないという意味である。

その有する権利が時効消滅する場合だけでなく，他人によって時効取得される場

合を含む。

ウ� 誤り。被保佐人が借財又は保証をするには，その保佐人の同意を得なければ

ならないとされている（民法13条 1項 2号）。

エ� 誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につ

いては，家庭裁判所は，本人，配偶者，4親等内の親族，後見人，後見監督人，

補助人，補助監督人又は検察官の請求により，保佐開始の審判をすることができ

るとされているが（民法11条本文），本人以外の者の請求により，この審判をす

るには，本人の同意がなければならないとはされていない。

オ� 正しい。後見開始の審判をする場合において，本人が被保佐人又は被補助人

であるときは，家庭裁判所は，その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取

り消さなければならないとされている（民法19条 1項）。

以上により，誤っているものはウ及びエであるので，正解は4となる。

正解　4 

20 第 1 章 民法に関する事項
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制限行為能力者民法

■基本問題　項目 A－ 1－ 4 ■出題年度　R 6－ 1 チェック欄　□□□

問　行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，

後記1から5までのうち，どれか。

ア　成年後見人は，成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結した契約につ

いて，その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明して，取り

消すことができる。

イ　未成年者が法定代理人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消

すことができる場合には，その取消権の行使は，未成年者が単独ですることがで

きる。

ウ　未成年者は，取り消すことができることを知って契約を締結した場合には，そ

の契約を取り消すことができない。

エ　成年被後見人であるAがBから日用品を買った場合には，Aの成年後見人C

は，Aが成年被後見人であることをBが知っていたときに限り，当該日用品の

売買契約を取り消すことができる。

オ　被保佐人が保佐人の同意を得ずにしたことを理由として法律行為を取り消すこ

とができる場合には，その法律行為の相手方は，保佐人に対し，その法律行為を

追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

1 � アウ　　2　アエ　　3　イウ　　4　イオ　　5　エオ

A − 1 − 4 民法—制限行為能力者 21
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解説

ア　誤り。後見開始の審判の効力は，その審判の確定によって発生し，遡及する

ものではない。したがって，成年被後見人が後見開始の審判を受ける前に締結し

た契約について，その締結の時に既に後見開始の事由が存在していたことを証明

しても，民法9条本文を根拠として，取り消すことはできない。

イ　正しい。行為能力の制限を理由とする取消しは，制限行為能力者が単独で有

効にすることができる（民法120条 1項）。未成年者が，取消権を行使するに当

たり，法定代理人の同意が必要だとすれば，その同意を得ないでした取消しもま

た，取り消すことができることとなり，法律関係をいたずらに錯綜させてしまう

からである。

ウ　誤り。未成年者は，取り消すことができることを知って契約を締結した場合

にも，その契約を取り消すことができる。もし，取り消すことができることを

知ってした契約は，取り消すことができないとすれば，制限行為能力者を保護す

るという制限行為能力者の制度趣旨を没却させてしまう結果となるからである。

エ　誤り。成年被後見人がした日用品の購入その他日常生活に関する行為は，取

り消すことができない（民法9条ただし書）。成年被後見人の相手方が，成年被

後見人であることを知っていたときであっても，同様である。

オ　正しい。被保佐人の相手方は，当該被保佐人が行為能力者とならない間（保佐

開始の審判が取り消されない間），保佐人に対し，1箇月以上の期間を定めて，

その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨

の催告をすることができる。なお，この場合，保佐人がその期間内に確答を発し

ないときは，その行為を追認したものとみなされる（民法20条 2項）。

　以上により，正しいものは，イ及びオであるから，正解は4となる。

正解　4 

22 第 1 章 民法に関する事項
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法人民法

■応用問題　項目 A－ 2－ 1 ■出題年度　R 2－ 1 チェック欄　□□□

問　次の対話は，権利能力なき社団に関する教授と学生との対話である。教授の

質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち，判例の趣旨に照らし正

しいものの組合せは，後記1から5までのうち，どれか。

教授：　ある団体が法人格を有しない社団すなわち権利能力なき社団であると認め

られるためには，どのような要件を満たす必要がありますか。

学生：ア　団体としての組織を備え，多数決の原則が行われ，構成員の変更にもか

かわらず団体そのものが存続し，その組織において代表の方法，総会の運

営，財産の管理その他団体として主要な点が確定しているものであること

が必要です。

教授：　権利能力なき社団Aの代表者であるBが，Aを代表して，Cとの間で，

Aの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費貸借契

約を締結しました。この場合において，Bを含むAの構成員各自は，C

に対して，当該金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務を負いますか。

学生：イ　権利能力なき社団の取引上の債務は，その社団の構成員全員に帰属する

ことになるので，Bを含むAの構成員各自は，Cに対して，直接の貸金

返還債務を負います。

教授：　　権利能力なき社団Aの資産である不動産について，これを登記するた

めにはどのような方法がありますか。

学生：ウ　A名義で登記をすることはできませんが，Aの構成員全員による共有

名義で登記をすることや，Aの代表者であるBの個人名義で登記をする

ことは可能です。

教授：　　権利能力なき社団において，規約で定められていた改正手続に従い，総

会における多数決により，構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が

決議された場合，当該決議について承諾をしていない構成員に対して，当

該決議により改正された規約は適用されますか。

学生：エ　権利能力なき社団の構成員の資格要件の変更については，構成員各自の

A − 2 − 1 民法—法人 23
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承諾を得る必要があり，構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が総

会における多数決により決議された場合であっても，当該決議について承

諾をしていない構成員に対しては，改正後の規約は適用されません。

教授：　　それでは，権利能力なき社団である入会団体において，共有の性質を有

する入会権の処分について，入会団体の構成員全員の同意を要件とするこ

となく，入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する

場合，この慣習に基づいてされた入会権の処分は効力を有しますか。

学生：オ　共有の性質を有する入会権については，各地方の慣習よりも民法の規定

が優先的に適用されますから，この慣習に基づいてされた処分は，共有物

の処分に関する民法の規律に反するものとして，効力を有しません。

1 � アイ　　2　アウ　　3　イエ　　4　ウオ　　5　エオ

24 第 1 章 民法に関する事項
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解説

ア　正しい。権利能力なき社団として認められるためには，①団体としての組織

を備えていること，②多数決の原則が行われていること，③構成員の変更にもか

かわらず，団体が存続すること，④団体の組織によって，代表の方法，総会の運

営，財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることが必要である

（最判昭和39・10・15）。

イ　誤り。判例は，権利能力なき社団が社団の名においてした取引上の債務は，

その社団の構成員全員に1個の義務として総有的に帰属するとともに，社団の総

有財産だけがその責任財産（強制執行の対象となる財産）となるから，構成員各

自は，取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わないとしてい

る（最判昭和48・10・9）。

ウ　正しい。権利能力なき社団がその資産である不動産を登記する場合は，代表

者名義とする定めがあるときにはその代表者個人名義とし，その他の場合はその

社団を構成する個人全員名義とし，その社団名義の登記はすることができないと

されている（昭和23・6・21民三 1879号回答，昭和28・12・24民甲 2523号回

答）。

エ　誤り。権利能力なき社団において，構成員の資格に関する規約の規定が改正

された場合には，改正規定は，特段の事情のない限り，改正決議に承諾していな

い構成員も含めすべての構成員に適用される（最判平成12・10・20）。

オ　誤り。入会権とは，一定の地域の住民（入会集団）が，一定の山林・原野等に

おいて共同して燃料等に用いる草木等を採取すること等，共同して収益をするこ

とができる慣習上の物権である。民法は，入会権を「共有の性質を有する入会

権」と「共有の性質を有しない入会権」とに分類し，前者については共有の規定

を適用し，後者については地役権の規定を適用するとしているが，いずれの場合

にも，各地方の慣習が優先し，入会関係はこの慣習により規制されている（民法

263条，民法294条）。なお，この両者を区別する基準について判例は，入会権

者の権利が共有の地盤を目的とするときは，共有の性質を有する入会権であり，

入会権者の権利が他人の所有に属する地盤を目的とするときは，共有の性質を有

しない入会権であるとしている（大判大正9・6・22）。また，「共有の性質を有す

る入会権」については，その「共有」は総有であり，入会集団の構成員である住
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民は，各個人として持分権を有せず，したがって，その処分も認められず，分割

請求権も認められない。

　以上により，正しいものはア及びウであるから，正解は2となる。

正解　2 
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物（不動産）民法

■基本問題　項目 A－ 3－ 1 ■出題年度　H 18－ 2 チェック欄　□□□

問� 次の対話は，建物に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次

のアからオまでの学生の解答のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものの

組合せは，後記1から5までのうちどれか。

教授：　　物には不動産と動産とがありますが，建築中の建物は，どのように扱わ

れますか。

学生：ア　土地の定着物ですから不動産に当たりますが，基礎工事の段階では土地

の一部と扱われるのに対し，屋根や壁ができて建物とみられる段階に至る

と，土地とは別の不動産と扱われます。

教授：　　一棟の建物の一部について取得時効は成立しますか。

学生：イ　一筆の土地の一部について取得時効の成立が認められるのと同様に，一

棟の建物の一部についても，その部分が区分建物としての独立性を備えて

いるか否かにかかわらず，取得時効の成立が認められます。

教授：　　賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合，抵当権

者は，建物の賃料から優先弁済を受けることができますか。

学生：ウ　賃料債権も物上代位の対象になりますから，抵当権者は，被担保債権の

債務不履行後に，賃料債権に対する物上代位権を行使することによって賃

料から優先弁済を受けることができます。

教授：　　借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて，買受人が建物の所

有権を取得した場合，借地権はどうなりますか。

学生：エ　借地権は建物の所有権とは別個の権利ですので，借地権は買受人に移転

しません。

教授：　　建物の所有者が移築を目的として当該建物を解体した場合には，その建

物に設定されていた抵当権はどうなりますか。

学生：オ　解体された建物は不動産ではなくなりますから，当該建物に設定されて

いた抵当権は消滅することになります。

1 � アイ　　2　アオ　　3　イエ　　4　ウエ　　5　ウオ
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解説

ア　正しい。建物は，土地の定着物であるから不動産であるが（民法86条 1項），

土地とは別の独立した不動産として扱われる。建築中の建物について，どの程度

の段階に達すれば「建物」といえるか，すなわち，独立の不動産となる時期につ

いて，判例は，木材を組み立てて地上に定着させて屋根を葺き上げただけでは，

まだ法律上建物ということはできないが，屋根瓦を葺き荒壁をぬり終えた程度，

つまり屋根及び周壁を有する程度になれば，床や天井を張っていなくても建物と

いうことができるとしている（大判大15・2・22，大判昭10・10・1）。なお，

「建物認定（4訂版）」の19頁は，「建築中の建築物を建物として認定することが

できる時期は，その用途に応じて判断することになる」とし，「建物と認められ

るためには，その目的とする用途に供し得る程度に外装工事と内部造作工事が完

了している必要がある」との基準を示している。

イ　誤り。建物の場合は，原則として，一棟の建物が1個の所有権の目的となるが，

一棟の建物の一部についても，その部分が区分建物としての独立性（構造上の独

立性及び利用上の独立性）を備えているときは，所有権の目的となる（区分法1

条）。したがって，一棟の建物の一部が独立性を備えているときは，取得時効の

成立が認められるが（民法162条），独立性を備えていないときは，取得時効の

成立は認められない。

ウ　正しい。抵当不動産の所有者（抵当権設定者）がその不動産を賃貸した場合に，

その賃料債権のうえに物上代位権を行使することができるかどうかについては争

いがある。抵当権が，不動産の所有者からその使用・収益権能を奪わないことか

らすると，所有者がその不動産を利用して利益をあげ，それによって収入を図り，

債務の弁済に充てようとすることを封じることになるからである。しかし，判例

は，賃料債権も，物上代位の対象となるとする（最判平元・10・27）。この判例

は，その理由として，抵当権設定者（所有者）が目的物を第三者に使用させるこ

とによって対価を取得した場合に，この対価について，抵当権を行使することが

できるものと解したとしても，抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げること

にはならないこと，また，民法372条，304条の明文の規定に反してまで，目的

物の賃料について抵当権を行使することができないと解すべき理由はないことを

挙げている。
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エ　誤り。判例は，借地上の建物に抵当権が設定された場合，抵当権の効力はそ

の建物のために必要な借地権に及ぶとする（最判昭40・5・4）。したがって，建

物の所有者（抵当権設定者）が有していた借地権は，抵当権の実行（競売）によ

り，その買受人に移転する。

オ　正しい。抵当権は物権であるから，目的物の滅失によって消滅する。

　以上により，誤っているものはイ及びエであるから，正解は3となる。

正解　3 
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意思表示民法

■基本問題　項目 A－ 4－ 1 ■出題年度　H 25－ 1 チェック欄　□□□

問� 未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく，自己が所有する甲土地につい

てCとの間で売買契約を締結した場合（以下この売買契約を「本件売買契約」

という。）に関する次のアからオまでの記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っ

ているものの組合せは，後記1から5までのうち，どれか。

� � � なお，Aは，甲土地に係る処分の許可及び営業の許可を受けていないもの

とする。

ア　Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には，Aが未成年

者であることをCが知っていたときであっても，Aは，本件売買契約を取り消

すことができない。

イ　Aは，成年に達する前であっても，Bの同意を得れば，本件売買契約を追認す

ることができる。

ウ　Aが成年に達する前に，CがBに対して1か月以内に本件売買契約を追認する

かどうかを確答すべき旨の催告をした場合において，Bがその期間内に確答を発

しないときは，本件売買契約を追認したものとみなされる。

エ　Cが甲土地を更にDに売却した場合には，Aは，Dに対して取消しの意思表

示をしなければ，本件売買契約を取り消すことができない。

オ　Aは，成年に達した後，異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領

した場合には，本件売買契約を取り消すことができない。

1 � アウ　　2　アエ　　3　イウ　　4　イオ　　5　エオ
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解説

ア　誤り。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用い

たときは，その行為を取り消すことができないとされているが（民法21条），

「詐術」とは，相手方を制限行為能力者の行為能力について錯誤に陥れるために

欺罔的な手段をとることをいい，この規定により取消権が排除されるためには，

詐術の結果，相手方が誤信したことが必要であり，かつ，詐術と相手方の誤信と

の間に因果関係のあることを要する（大判昭和2・5・24）。したがって，Aが成

年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合でも，Aが未成年者である

ことをCが知っていたときは，Aは，本件売買契約を取り消すことができる。

イ　正しい。追認は，取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ，

その効力を生じないとされているので（民法124条 1項），未成年者については，

成年に達した後でなければ追認することができないことになるが，未成年者であ

る間でも，法定代理人の同意を得て有効に追認することができる（同条2項 2

号）。法定代理人の能力補充があれば，不都合はないからである。したがって，

Aは，成年に達する前であっても，法定代理人（親権者）であるBの同意を得れ

ば，本件売買契約を追認することができる。

ウ　正しい。制限行為能力者の相手方が，制限行為能力者が行為能力者とならな

い間に，その法定代理人，保佐人又は補助人に対し，1か月以上の期間を定めて，

その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催

告をした場合において，これらの者がその期間内に確答を発しないときは，その

行為を追認したものとみなされる（民法20条 2項）。したがって，Aが成年に達

する前に，Cが法定代理人（親権者）であるBに対して1か月以内に本件売買契

約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において，Bがその期間

内に確答を発しないときは，本件売買契約を追認したものとみなされる。

エ　誤り。未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は，取り消すこ

とができるが（民法5条 1項・2項），行為能力の制限によって取り消すことがで

きる行為は，制限行為能力者自身も取り消すことができるとされている（同法

120条 1項）。そして，取り消すことができる行為の相手方が確定している場合

には，その取消しは，相手方に対する意思表示によってすることとされており

（同法123条），取消しの対象となる権利が第三者に譲渡された場合であっても，
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取消しの相手方は，その第三者ではなく，最初の取り消すことができる法律行為

の相手方である（大判大正14・3・3）。したがって，Aは，Cに対して取消しの

意思表示をしなければならない。

オ　正しい。追認をすることができる時以後に，取り消すことができる行為につ

いて，異議をとどめずして全部又は一部の履行があったときは，追認をしたもの

とみなされるが（民法125条 1号），これについては，取消権者が債務者として

履行する場合だけでなく，債権者として受領する場合も含まれる。したがって，

Aが成年者に達した後，異議（取消権を放棄するものではないという異議）をと

どめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には，追認したものとみな

され，本件売買契約を取り消すことができない。

　以上により，誤っているものはア及びエであるので，正解は2となる。

正解　2 
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平成元年度～平成 8年度

年度 平成元 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8

第 問 C_2_3 ＊C_30_1 C_2_4

第 問 ＊C_29_1 C_33_9 ＊C_34_3 C_10_11

第 問 ＊C_34_1 C_37_3 C_35_1 C_1_1

第 問 C_34_6 C_36_5 C_32_9

第 問 ＊C_21_1 ＊C_25_1 C_7_13 ＊C_27_3 C_32_8

第 問 ＊C_27_1 ＊C_28_1 ＊C_33_3 ＊C_7_4 ＊C_10_1

第 問 ＊C_9_1

第 問 ＊C_7_3 C_25_10 ＊C_21_2 ＊C_38_1

第 問 ＊C_33_1 C_3_8 C_4_4 ＊C_32_4

第 問 ＊C_3_1 ＊C_32_3 ＊C_25_2 C_40_12 C_3_9

第 問 ＊C_12_1 ＊C_33_2

第 問 ＊C_24_1 ＊C_27_2 C_12_3 C_25_11

第 問 ＊C_7_2 ＊C_24_2

第 問 ＊B_2_1 ＊B_4_3 ＊B_5_1 ＊B_11_1 ＊C_8_1

第 問 ＊B_7_1 ＊B_8_1 ＊B_4_1 ＊B_10_1 ＊B_5_2 B_9_1 ＊B_1_1 ＊B_8_2
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平成 9年度～平成 11年度

年度 平成9 平成10 平成11

第 問 C_4_5 C_5_2 C_29_2

第 問 C_33_10 ＊C_13_1 ＊C_36_1

第 問 ＊C_40_2 C_9_6

第 問

第 問 ＊C_10_2

第 問 ＊C_7_5

第 問 ＊C_17_1

第 問 ＊C_25_3

第 問 ＊A_15_1
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第 問 ＊C_23_1

第 問 ＊C_22_1 ＊C_33_4

第 問 ＊B_4_2 B_10_2 ＊B_5_3
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平成 12年度～平成 19年度

年度 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19

第 1 問 C_10_12 C_7_14 C_20_1 C_6_1 ＊A_8_1 ＊A_11_2 A_5_3 A_7_1

第 2 問 ＊A_11_1 C_28_8 ＊C_10_8 ＊C_4_1 A_9_7 ＊A_4_2 ＊A_3_1 A_11_5

第 3 問 C_1_2 ＊A_19_1 A_11_8 ＊A_9_1 A_10_4

第 4 問 A_11_6 C_7_15

第 5 問 A_11_7 C_33_11 C_10_13

第 6 問

第 7 問 C_25_12 C_7_16 ＊C_28_3

第 8 問 C_9_7 ＊C_36_2 C_10_16 ＊C_40_4

第 9 問 C_31_1 ＊C_17_2 C_25_13 ＊C_39_1

第10問 ＊C_10_3 C_14_6 ＊C_13_2

第11問 ＊C_7_6 ＊C_28_2 C_22_3 C_10_15 C_38_2 C_4_6

第12問 C_30_3

第13問 ＊C_10_4 ＊C_37_1 C_9_8

第14問 ＊C_40_3 C_3_10 ＊C_39_2

第15問 C_36_6 C_32_10 ＊C_17_3 C_14_8

第16問 C_26_2 ＊C_24_3 ＊C_18_1 ＊C_14_1

第17問 C_14_9 A_15_2 C_23_2 ＊C_25_4 ＊C_24_4 C_8_2 ＊C_17_4

第18問 C_28_7 C_17_9 C_28_9 C_34_5

第19問 ＊C_3_2

第20問 C_27_6 ＊B_5_4 ＊B_11_2 B_6_2 ＊B_5_5
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平成 20年度～平成 27年度

年度 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27

第 問 ＊A_13_1 ＊A_9_4 A_5_4 A_4_6 ＊A_5_1 ＊A_4_1 ＊A_1_1 ＊A_4_3

第 問 ＊A_9_2 ＊A_12_1 ＊A_9_5 A_8_2 A_7_2 A_8_3 A_9_10 A_11_11

第 問 A_6_1 A_17_1 A_11_9 ＊A_11_3 A_9_8 ＊A_10_1 ＊A_14_2 ＊A_18_1

第 問 ＊C_3_3 ＊C_17_6 ＊C_14_2 C_14_5 C_1_3 ＊C_14_3

第 問 ＊C_7_8 ＊C_7_9 ＊C_30_2 ＊C_7_10 ＊C_40_7

第 問 C_16_1 C_18_2 C_5_3

第 問 C_35_2 ＊C_10_10 ＊C_10_6

第 問 ＊C_40_5 ＊C_34_4 C_32_12

第 問 C_11_1 C_29_3 C_13_3 ＊C_25_6

第 問 ＊C_15_1 ＊C_39_5 C_14_4 ＊C_39_6 C_7_18

第 問 ＊C_25_5 ＊C_10_9 ＊C_9_2 C_10_17

第 問 ＊C_39_3 C_30_4 ＊C_40_6 ＊C_32_7 C_14_10 ＊C_4_3

第 問 ＊C_7_7 C_27_7 C_3_12

第 問 C_19_1 ＊C_32_6 ＊C_4_2

第 問 ＊C_39_4 ＊C_27_4 ＊C_5_1 C_10_14

第 問 C_3_11 C_7_17 ＊C_15_2 ＊C_10_5 ＊C_3_4

第 問 ＊C_37_2 ＊C_28_4

第 問 ＊C_22_2 C_39_9 C_37_4 ＊C_9_3

第 問 ＊C_17_5 ＊C_33_5 ＊C_36_3 ＊C_39_7 C_39_10

第 問 ＊B_7_2 B_3_1 ＊B_4_4 B_5_12 ＊B_8_3 ＊B_5_6 ＊B_5_8 ＊B_5_9
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平成 28年度～令和 5年度

年度 平成28 平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5

第 1 問 A_8_4 A_5_5 ＊A_1_2 A_9_11 A_2_1 A_5_2 ＊A_1_3 A_6_2

第 2 問 A_11_4 A_9_9 ＊A_9_6 A_11_12 A_8_5 A_10_3 ＊A_4_4 A_9_12

第 3 問 A_17_2 ＊A_16_1 ＊A_14_3 ＊A_18_2 A_11_10 A_15_3 ＊A_16_2 ＊A_18_3

第 4 問 ＊C_17_7 C_1_4 C_14_13 C_4_7 C_13_5 C_15_5 ＊C_9_4 C_2_5

第 5 問 C_15_4 C_17_8 ＊C_2_2 C_32_15 C_32_14 C_16_2 C_5_5

第 6 問 C_14_11 C_14_12 ＊C_7_11 ＊C_34_7 C_7_21

第 7 問 C_13_4 ＊C_21_4 C_18_3 ＊C_25_8 ＊C_35_3

第 8 問 ＊C_15_3 C_14_14 C_40_9

第 9 問 C_30_5 C_5_4

第10問 ＊C_34_2 ＊C_3_5 C_28_10 ＊C_3_6 ＊C_27_5

第11問 ＊C_25_7 C_40_11 C_14_7 C_3_13

第12問 C_7_19

第13問 C_28_11

第14問 C_10_18

第15問 C_32_13

第16問 ＊C_10_7

第17問 ＊C_28_5 C_37_5 C_7_20

第18問 C_39_11 C_36_7 C_39_14 C_39_16

第19問 ＊C_33_6 C_39_12 C_39_13 C_33_12 C_39_15 ＊C_39_8 C_32_16

第20問 B_5_13 ＊B_6_1 ＊B_4_5 ＊B_5_7 B_11_5 B_11_6 ＊B_11_3 ＊B_11_4
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令和 6年度～

年度 令和6 令和7

第 問 ＊A_1_4 ＊A_4_5

第 問 ＊A_9_3 ＊A_10_2

第 問 ＊A_14_4 A_16_3

第 問 C_32_11 ＊C_7_12

第 問 C_15_6 ＊C_9_5

第 問 C_7_22 ＊C_12_2

第 問 C_13_6

第 問 ＊C_40_8

第 問 ＊C_25_9

第 問 C_26_3 ＊C_28_6

第 問 C_10_19

第 問 ＊C_3_7

第 問

第 問

第 問

第 問 C_39_18

第 問 ＊C_36_4

第 問 C_32_17

第 問 C_39_17 ＊C_33_7

第 問 ＊B_5_10 ＊B_5_11

950
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本書に関するお問合せについて

本書の正誤に関するご質問は，書面にて下記の送付先まで郵送もしくは FAX でご送付

ください。なお，その際にはご質問される方のお名前，ご住所，ご連絡先電話番号（ご自

宅／携帯電話等），FAX 番号を必ず明記してください。

また，お電話でのご質問および正誤のお問合せ以外の書籍に関する解説につきましては

お受けいたしかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
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